
京都市域に「暴風警報」が発令されたとき（★その他の警報では平常通り授業） 

 

※登校前に「暴風警報」が発令されている場合は解除されるまで自宅で待機し，テレビ・ 

ラジオ等の報道に注意していただき，下記に応じて登校させるようにしてください。 

１．午前 ７時までに解除になった場合…………平常授業 

２．午前 ９時までに解除になった場合…………午前１０時４５分から授業 

３．午前１１時までに解除になった場合…………午後 １時５０分から授業（給食中止） 

４．午前１１時現在，暴風警報が発令中の場合…臨時休校 

※在校中の発令時は，原則としてお申し出いただいている通りに対応いたしますとともに， 

メール配信やホームページでお知らせいたします。 

※上記２．３．のときは，始業３０分前を目安に登校してください。 

※当日が木曜日の場合も上記の時間に合わせ，通常校時とします。 

京都市域に「特別警報」が発令されたとき 

◇特別警報が発令される時は，その地域が数十年に一度くらいの非常に危険な状況にあり，ただちに 

命を守る行動をとらなければなりません。 

◆午前(深夜)０時までに解除・・・午後１時５０分から授業 
（午後１時３０分登校，給食は中止） 

◆午前(深夜)０時現在発令中・・・その日は臨時休校 
  

○子ども達が登校する前に発令された場合 
・自宅待機…その後特別警報が解除されても，暴風警報発令中は以下の指示に従ってください。 

○子ども達が学校にいる時に発令された場合 
  ・解除されるまで学校待機…できる限りのお迎えをお願いいたします。 
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警報発令時等の非常措置について 
災害発生に伴う特別警報及び暴風警報の発令時や地震発生時等の登校について，下記の通りお知らせし

ます。各家庭におかれましては，お子たちと一緒に十分ご確認くださいますよう，よろしくお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台風や暴風・大雨等のとき，以下のことは必ず守ってください！ 

○河川には絶対に近づかない！  ○無用な外出はしない！ 

京都市域に「震度５弱以上の地震」が発生したとき  

 

◆午前(深夜)０時までに発生・・・・・・・・翌日は臨時休校 
◆午前(深夜)０時以降，登校までに発生・・・当日は臨時休校 
◆休業日・休業日前日に発生・・・・・・・・休業明けの日は臨時休校 
※いずれも，授業再開については改めてお知らせいたします。 

※在校中の発生時は，原則としてお申し出いただいている通りに対応いたしますとともに， 

メール配信やホームページでお知らせいたします。 

 


